
～適切な１１０番の利用をお願いします～
警察では、皆さまから通報があった緊急な事件・事故等の１１０

番通報を受け、パトカーを現場に向かわせ、事案の処理に当たりま
す。
１１０番を受理した担当者が、受理した内容により、次のことなど

をお尋ねします。
通報は、落ち着いてお話してください。

○ 何がありましたか？
○ 場所はどこですか？

（周囲に目標物はありますか？）
○ いつのことですか？
○ 犯人はどちらへ逃げましたか？

（車ですか？徒歩ですか？）
○ 犯人は男（女）ですか？凶器は？
○ あなたの名前、住所、電話番号は？

昨年、塩津駐在所管内で、
ご家族の行方がわからなくな
ることがありました。
行方不明と気付いたら、す

ぐに八橋警察署へ届け出るよ
うお願いします。
届出が遅れると、行方不明

者は遠くまで移動してしまいま
すし、冬季は、日没時間が早
く、夜間の捜索では、発見が
難しくなります。既に警察で
保護している
場合もあ り ま
すので、ためら
わず届出を
お願いします。

事件・事故は

１１０番

要望・相談は

＃９１１０

今年もよろしくお願いいたします。 回 覧
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１月１０日は「１１０番の日」 広報
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警察に対する要望・相談は、
警察総合相談電話 ♯９１１０
八橋警察署 ０８５８－４９－０１１０
塩津駐在所 ０８５８－５８－２０５２

へお問い合わせください。

冬季は、積雪や凍結によるスリップ事故が多発しま
すので、次のことに気を付けてください。
出発前の準備
○ 気象や道路の状況を確認しましょう。

また、自動車の燃料を給油しておけば、長時間
の渋滞に巻き込まれても安心です。

○ 大雪に備え、自動車には、スコップ、タイヤチェ
ーン等を積んでおきましょう。

走行時の注意事項
○ スピードは控え、車間距離を十分に保ちましょ
う。 急ブレーキ、急ハンドル、
急加速などの「急」の付く運転は
やめましょう。

○ 橋の上、日陰は部分的に
凍結することがあります。速度を
落として走行してください。

ご家族の行方が
わからなくなったら

冬期の交通事故防止


